
①

②

③

2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39

1

⑧

農用地利用集積計画の決定について

議案第７１号

菊地係長（農地） 𠮷田書記

後藤専門員

森　岡　芳　文

池　浦　萬里子

日　野　修　次

井上事務局長

細　井　敏　江

農地法第３条の規定による許可申請について

議案第７２号

平　井　城太郎

川　本　由紀美菊　地　正　夫 幸　野　登　吉 二　宮　康　壽

髙　岡　利　典

上　満　啓　司

津　田　　　勇

池　田　雄　一

田　中　賢　寿 永　沼　　　寛

大　本　昭　裕

橋　本　英　司 都　築　孝　壽 武　内　　　誠

津　國　巳代子

矢　野　正　祥 一　柳　幸　唯

松田専門員（農政）

④

⑤ 遅　刻　委　員

欠　席　委　員

新次長
⑥

出　席　委　員

会　　　　　場

吉　岡　きみ子 武　田　隆　宏

大洲市役所２階　大ホール

大洲市農業委員会定例総会議事録

令和６年１２月５日（木）午前１０時００分～午前１０時５０分

藤　田　秀　美

日　　　　　時

西　岡　輝　治 明　後　久　利須　藤　賢　一

非農地証明について

農地法第５条第１項の規定による許可申請について

事　  務  　局

坂　　　幹　幸

形　山　康　浩

中　本　祐　市武　知　由美子

有　友　章　治 請　田　竹　男

跡　部　　　雅 堀　内　保　宏 和　氣　繁　輝

森　永　茂　史

⑦ 農 林 振 興 課

会 議 の 内 容 議案第６９号

議案第７０号

竹田課長 吉田主事



1 

事務局（局長） 

 

 

 

会 長 

 

事務局（局長） 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

只今から、令和６年第１２回大洲市農業委員会定例総会を開会いたし

ます。 

開会にあたりまして、幸野会長にご挨拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

只今から議案審議に移ります。会議規則第３条により幸野会長に議事

進行をお願いいたします。 

 

これより本日の会議を開きます。 

出席委員は農業委員１９名中１８名、推進委員２０名中２０名で定足

数に達しておりますので総会が成立していることをご報告いたします。 

本日、１番 池田 二委員より欠席の報告を受けております。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

まず、日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に、３７番 細井敏江委員と３８番 有友章治委員を

指名いたします。 

次に、日程第２ 書記の指名を行います。 

本日の会議の書記に、事務局の𠮷田書記を指名いたします。 

それでは、日程第３ 議案審議に入ります。 

まず、議案第６９号『農地法第３条の規定による許可申請について』

を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案書の１ページをご覧ください。 

４件の許可申請について、ご説明いたします。 

１番は、東大洲の田２筆２，８３８㎡、菅田町菅田の田２筆１，３０

８㎡及び菅田町宇津の畑１筆２８０㎡の合計５筆について、譲渡人が市

外在住で耕作管理が困難なため市内に住む姉に申請地を譲渡するもので

す。 

所有権移転後は、水稲及び野菜を栽培する計画です。 

農業は、譲受人夫婦が年間を通して従事します。 

２番は、東大洲の田１筆８５８㎡、畑１筆１，４６８㎡及び新谷の畑

５筆１，３９６．３４㎡の合計７筆について、遺言により弟である譲受

人が申請地を取得し新たに耕作管理を始めるものです。 

所有権移転後は、水稲及び野菜を栽培する計画です。 

農業は、譲受人が年間を通して従事します。 

３番は、肱川町宇和川の畑１筆１９１㎡について、譲渡人が高齢で耕

作管理が困難なため付近に住む子に申請地を譲渡するものです。 

所有権移転後は、野菜を栽培する計画です。 

農業は、譲受人親子が年間を通して従事します。 

４番は、肱川町名荷谷の畑１筆２，００４㎡について、譲渡人が市外

在住で耕作管理が困難なため市内に住む知人に申請地を譲渡するもので

す。 

所有権移転後は、野菜を栽培する計画です。 

農業は、譲受人親子が年間を通して従事します。 

以上、４件のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受
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議 長（会長） 

 

３３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けたいと思います。 

１番。 

 

１番と２番の案件について、続けてご説明いたします。 

まず、１番案件は贈与による所有権移転です。 

議案説明資料は２ページを参考にしてください。 

申請地は、大洲市立大洲学園から北へ約５００ｍのところにある田２

筆と大洲市立菅田小学校から南西へ約８００ｍのところにある田２筆及

び南東へ約１．９㎞のところにある畑１筆の合計５筆です。 

先月１８日に事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理され

ていることを確認しました。 

譲受人世帯は現在野菜及び果樹を栽培しております。今後も引き続き

夫婦で年間を通して農業に従事していくとのことですので、耕作管理に

問題はないと考えます。 

引き続き、２番案件についてご説明します。 

２番案件は遺贈による所有権移転です。 

議案説明資料の３ページをご覧ください。 

申請地は、大洲市肱北浄化センターから半径約６００ｍ以内に点在す

る農地７筆です。 

先月１８日に事務局職員と現地確認を行い、申請地が概ね良好に管理

されていることを確認しました。 

今回、遺言により農地を取得するにあたって、譲受人より申請農地で

は兄の生前から耕作を手伝っており、今後も水稲や白菜、キャベツを栽

培する旨の「新規営農計画書」が提出されております。 

譲受人は県外在住ですが、今後年間１５０日以上は大洲市で耕作され

るとの申し出です。大洲では、兄から相続した新谷の住宅で寝泊まりさ

れるため通作距離は約１㎞～２㎞とのことです。 

耕作に必要な農機具を所有しており、地元の知人に協力を仰ぎながら

年間を通して農業に従事していくとのことですので、今後の状況を見守

っていくこととします。 

そのほかの調査結果については議案説明資料に記載のとおりで１番案

件、２番案件ともに農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関係ま

での規定に該当する事項はありません。 

以上２件につきまして、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

３番。 

 

３番と４番について続けてご説明いたします。 

３番案件は贈与による所有権移転です。 

議案説明資料の４ページを参考にしてください。 

申請地は、大洲市立肱川こども園から南東に約２５０ｍのところにあ

る畑１筆です。 

先月２１日に事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理され

ていることを確認しました。 

譲受人は、申請地に隣接した住宅に住んでおります。 

また、譲受人世帯は現在も水稲及び野菜等を栽培しており、今後も引

き続き譲渡人である父、母とともに年間を通して農業に従事していくと

のことですので耕作管理に問題はないと考えます。 

引き続き、４番案件についてご説明します。 
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４番案件も同じく贈与による所有権移転です。 

議案説明資料の３ページをご覧ください。 

申請地は、大洲市立肱川こども園から北東に約６００ｍのところにあ

る畑１筆です。 

先月２１日に事務局職員と現地確認を行い、申請地が良好に管理され

ていることを確認しました。 

譲受人世帯は、現在も水稲及び野菜等を栽培しており、今後も引き続

き親子で年間を通して農業に従事していくとのことですので、耕作管理

に問題はないと考えます。 

なお、３番案件と４番案件の譲受人は農家世帯が同一です。 

世帯が所有している農地のうち４０２㎡が非耕作地となっております

が、この土地は長期間耕作されず自然潰廃しているとのことで「非農地

証明願」が出されており、この後の議案でご審議いただく予定です。 

そのほかの調査結果については議案説明資料に記載のとおりで、３番

案件・４番案件ともに、農地法第３条第２項の第１号関係から第６号関

係までの規定に該当する事項はありません。 

以上２件につきまして、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可することに決定いた

しました。 

次に、議案第７０号『農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第７０号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

ご説明申し上げます。 

議案書５ページ並びに議案説明資料６ページから２１ページまでをあ

わせてご覧ください。 

１番、阿蔵の土地２筆１１５㎡の案件について、譲受人は申請地の隣

に妻の両親が住んでいるので、子供たちのことや将来を見据えて申請地

を購入して自己住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北西に約１．３㎞のところに位置し、

農地の一定規模以上の集団性や公共施設等も近くになく、生産性の低い

農地であることから第２種農地と判断しております。 

したがいまして、立地基準の代替性と一般基準についてご審議をお願

いいたします。 

なお、本申請地には、写真にありますようにすでに露天駐車場があり

違反転用の状態となっております。約２０年前から所有者が隣接の方に

駐車場として貸していたとのことです。このことについては譲渡人から

始末書が提出され、知らなかったとはいえ農地法違反であり申し訳ない
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議 長（会長） 
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議 長（会長） 

とのことでありますので追認許可についてご検討いただきますようご審

議願います。 

２番、東若宮の土地１筆３１５㎡の案件について、譲受人は現在借家

住まいで手狭で不便なため、申請地を売買により取得して借入れにより

自己住宅を建築しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北北東に約３．４㎞のところに位置し、

都市計画法で規定する準工業地域内の農地であることから第３種農地と

判断しております。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします 

３番、東若宮の土地３筆３１４．５０㎡の案件は、譲受人が申請地を

取得し、宅地として造成の上、宅地分譲しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北北東に約３．４㎞のところに位置し、

都市計画法で規定する準工業地域内の農地であることから第３種農地と

判断しております。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします 

４番、東若宮の土地４筆４７２．２５㎡の案件は、譲受人が申請地を

取得し、宅地として造成の上、宅地分譲しようとするものです。 

農地区分は、大洲市中心部から北北東に約３．４㎞のところに位置し、

都市計画法で規定する準工業地域内の農地であることから第３種農地と

判断しております。 

したがいまして、立地基準には適合しており、一般基準についてご審

議をお願いいたします 

以上、４件でございます。ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。１番。 

 

１番については池田委員の案件になりますが、欠席のため事務局が代

読させていただきます。 

それでは、１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の６ページから９ページを参考にしてください。 

申請地は、７ページの位置図のとおり大洲市久米コミュニティセンタ

ーから北東へ約１．１㎞に位置する農地になります。 

まず、立地基準については、報告書記載のとおり申請地以外に適当な

土地がないことから特に問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、写真にあり

ますように、申請地の一部が駐車場になっておりますが、許可あり次第

着工したいとのことであり問題ないと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、８ページの地番地目

図のとおり申請地に隣接する農地がありますが、隣接農地所有者の同意

を得ているとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため、また、

違反転用に関しましては譲渡人より始末書が提出されていますので追認

許可はやむを得ないものと考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

２番。 
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議 長（会長） 

 

３９番 

 

 

２番、３番、４番の報告をさせていただきます。 

それでは、２番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１０ページから１３ページを参考にしてください。 

申請地は、１１ページの位置図のとおり市役所から北北東へ約３．４

㎞に位置する農地になります。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地でありま

すので、問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可あり次

第借入金により着工したいとのことであり問題ないと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１２ページの地番地

目図のとおり一部農地に接していますが、隣接農地所有者の同意を得て

いるとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため許可相

当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

引き続き、３番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１４ページから１７ページを参考にしてください。 

申請地は、１５ページの位置図のとおり市役所から北北東へ約３．４

㎞に位置する農地になります。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地でありま

すので問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可あり次

第自己資金により着工したいとのことであり問題ないと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、１６ページの地番地

目図のとおり隣接地に農地がありますが、隣接農地所有者の同意を得て

いるとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため許可相

当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

それでは、４番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の１８ページから２１ページを参考にしてください。 

申請地は、１９ページの位置図のとおり市役所から北北東へ約３．４

㎞に位置する農地になります。 

まず、立地基準については、事務局説明のとおり第３種農地でありま

すので問題ないものと思われます。 

次に、一般基準である第３号の「転用の確実性」ですが、許可あり次

第借入金により着工したいとのことであり問題ないと思われます。 

また、第４号の「周辺農地等への影響」ですが、２０ページの地番地

目図のとおり隣接地に農地がありますが、隣接農地所有者の同意を得て

いるとのことであり特に問題ないものと思われます。 

よって本件は、農地法第５条第２項の各号には該当しないため許可相

当であると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

３番、４番案件について宅地分譲ということで、番地が接近している

ので同一敷地内ではないかと思いますが、３番案件と４番案件の位置図
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事務局（次長） 

 

３９番 

 

事務局（次長） 

 

３９番 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が離れているように見えます。いかがでしょうか。 

 

位置図のことですが、３番および４番案件は同じ敷地でございます。 

 

並んでいるということですか。 

 

そうです。 

 

分かりました。 

 

よろしいでしょうか。ほかに何かご質疑ないでしょうか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、本案を申請のとおり許可相当として

送付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、本案は申請のとおり許可相当として送付する

ことに決定いたしました。 

次に、議案第７１号『非農地証明について』を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第７１号「非農地証明について」ご説明申し上げます。 

議案書３ページ並びに議案説明資料２２ページから３５ページまでを

あわせてご覧ください。 

１番、阿蔵の土地１筆３５３㎡の案件は自然潰廃（２０年以上耕作放

棄）し、復旧が著しく困難ということで申請があったものでございます。 

申し出によりますと、申請地は傾斜があり農業用機械が入らず、平成

２年以前から２０年以上耕作管理していないため自然潰廃して竹等が生

えており、現在は農地として復旧することが著しく困難となったとのこ

とでございます。 

２番、成能の土地１筆及び肱川町宇和川の土地２筆、合計４０２㎡の

案件は自然潰廃（２０年以上耕作放棄）し、復旧が著しく困難というこ

とで申請があったものでございます。 

申し出によりますと、申請地のうち成能の農地については相続した時

点から既に雑木が生い茂り山林化しており、また、肱川町宇和川の農地

については昭和６０年頃に道路ができた際に土地が分断され、耕作が困

難となり耕作放棄地となったため雑木が生い茂り山林化しており、現在

は農地として復旧することが著しく困難となったとのことでございま

す。 

３番、豊茂の土地３筆、合計９，２９６㎡の案件は転用（植林に限る：

２０年以上経過）し、復旧が著しく困難ということで申請があったもの

でございます。 

申し出によりますと、議案書の中に「亡父」とありますが、正しくは

「亡夫」でございまして、申請地に亡夫が昭和６０年頃に杉や桧を植林

し、農地への復旧が著しく困難な状態となったため現在は農地への復旧

することが著しく困難となったとのことでございます。 



7 

 

 

議 長（会長） 

 

 

 

事務局（専門員兼

農政係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

３３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

２９番 

 

 

 

 

 

 

以上、３件でございます。ご審議のほど、お願いいたします。 

 

只今、事務局より説明がありましたが、まず、地元委員より報告を受

けたいと思います。 

１番。 

 

１番案件は池田幸二委員の案件ですが、欠席のため事務局で代読させ

ていただきます。 

それでは、１番案件の調査結果をご報告いたします。 

議案説明資料の２２ページから２４ページを参考にしてください。 

申請地は、２３ページの位置図のとおり八幡宮から西へ約１７０ｍに

位置する農地になります。 

申請によりますと、申請地は傾斜があり農業用機械が入らず、平成２

年以前から２０年以上耕作管理していないため自然潰廃して竹等が生え

ており、農地として復旧することが著しく困難となったとの申し出です。 

申請者の申立て及び現地調査による土地の荒廃状況から耕作放棄から

２０年以上経過しているものと推察することができ、農地への復旧には

開墾と同程度の労力が必要であると考えられることから復旧は著しく困

難と思われます。 

よって本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 ２番。 

 

 ２番案件の調査結果をご報告いたします。 

 議案説明資料の２５ページから３０ページを参考にしてください。申

請地は、２６ページの位置見取図のとおり肱川高齢者生活福祉センター

から約２８０ｍから２㎞までの範囲に位置する農地になります。 

 申請によりますと、申請地のうち成能の農地については相続した時か

ら雑木が生い茂り山林化しており、また、肱川町宇和川の農地について

は昭和６０年頃に道路ができた際に土地が分断され、耕作が困難となり

耕作放棄地となったため雑木が生い茂り山林化しており、現在では農地

として復旧することが著しく困難となったとの申し出です。 

 申請者の申立て及び現地調査による土地の荒廃状況から、耕作放棄か

ら２０年以上経過しているものと推察することができ、農地への復旧に

は開墾と同程度の労力が必要であると考えられることから復旧は著しく

困難と思われます。 

 よって本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 ３番。 

 

 ３番案件の調査結果をご報告いたします。 

先月２５日に事務局職員と現地を確認いたしました。 

 議案説明資料の３１ページから３５ページを参考にしてください。 

申請地は、３２ページの位置見取図のとおり豊茂コミュニティセンター

から南西へ約１㎞から２．１㎞までの範囲に位置する農地になります。 

 申請によりますと、申請地に亡夫が昭和６０年頃に杉や桧を植林し、

現在では農地への復旧は著しく困難な状態であるとの申し出です。 



8 

 

 

 

 

 

 

 

議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（農地係長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請者の申立て及び現地調査による樹木の生育状況から少なくとも植

林後２０年以上経過しているものと推察することができ、農地への復旧

には開墾と同程度の労力が必要であると考えられることから復旧は著し

く困難と思われます。 

 よって本件は、非農地と判断して差し支えないと考えます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

地元委員から報告がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

（質疑なし） 

 

特にご質疑もないようですので、この証明願にかかる土地については

非農地と判断し証明書を交付することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないものと認め、この証明願にかかる土地については非農地と

判断し証明書を交付することに決定いたしました。 

次に、議案第７２号『農用地利用集積計画の決定について』を議題と

いたします。 

本件につきましては、○○○○委員に関する事項が含まれていますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により○○○○委員の退

席を求めます。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案書４ページから議案第７２号「農用地利用集積計画の決定につい

て」ご説明いたします。 

利用権設定について、新規の案件のみをご説明します。 

まず、１番は野菜を栽培するため賃借権を３年間設定します。 

次に、６ページをご覧ください。 

こちらの７番と次のページの８番、９番は利用権の設定を受ける者が

同一の案件です。 

７番は里芋を栽培するため賃借権を１年間設定し、８番と９番は野菜

を栽培するため賃借権を１０年間設定します。 

次に８ページに移ります。 

１２番は、水稲を栽培するため賃借権を５年間設定します。 

次に９ページをご覧ください。 

こちらの１５番から次のページの１８番までは、利用権の設定を受け

る者が同一の案件です。すべて野菜を栽培するため賃借権を１０年間設

定します。 

次に、１０ページの２０番は水稲を栽培するため使用貸借権を５年間

設定します。 

次に、１１ページの２２番は野菜・果樹を栽培するため賃借権を１０

年間設定します。 

次の２３番は、水稲を栽培するため使用貸借権を５年間設定します。 

次に１２ページに移ります。 

２４番は、果樹を栽培するため賃借権を５年間設定します。 

２５番は、野菜を栽培するため賃借権を５年間設定します。 

そのほかは再設定の案件ですので、後ほどご確認をお願いいたします。 
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議 長（会長） 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

 

 

委 員 

 

議 長（会長） 

今回の概要は、１３ページの最後に記載しておりますとおり利用権設

定の件・筆数が２７件・４９筆、総面積は６１，７９９㎡です。 

いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いると考えます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局より説明がありましたが、何かご質疑はありませんか。 

 

 （質疑なし） 

 

 特にご質疑もないようですので、本案を原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

 

 （異議なし） 

 

 ご異議ないものと認め、本案は原案のとおり決定することにいたしま

す。 

 それでは、○○○○委員の入場を許可します。 

以上で、本日の定例総会に提案しました議案のすべての審議が終了い

たしましたので議事を閉じることにいたします。 

 


